
　
青
梅
税
務
署
で
は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
贈
与
税
、
個
人
事

業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

▽
日
時
　
２
月
24
日
㈰
、
３
月
３
日

　
㈰

　●

受
付
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４

　
時
︵
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
︶

　●

相
談
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
場
所
　
立
川
税
務
署
︵
立
川
地
方

　
合
同
庁
舎
内
︶

※
混
雑
状
況
で
、
受
付
時
間
を
変
更

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
日
時
　
２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日

　
㈮
︵
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
︶

　●

受
付
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４

　
時
︵
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
︶

　●

相
談
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
還
付
申
告
は
、
２
月
15
日
㈮
以
前

　
で
も
行
え
ま
す
。

▽
場
所
　
青
梅
税
務
署

※
２
月
１
日
㈮
〜
３
月
15
日
㈮
は
、

　
青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で

　
き
ま
せ
ん
︵
身
体
障
害
者
用
車
両

　
な
ど
を
除
く
︶
。

※
J
R
青
梅
線
河
辺
駅
北
口
の
﹁
河

　
辺
と
う
き
ゅ
う
﹂
の
駐
車
場
か
、

　
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ

　
い
。

　
小
規
模
納
税
者
の
方
の
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
年
金

受
給
者
、
給
与
所
得
者
の
方
の
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
書

の
作
成
相
談
を
東
京
税
理
士
会
︵
青

梅
支
部
︶
の
税
理
士
が
行
い
ま
す
。

※
土
地
・
建
物
や
株
式
な
ど
の
譲
渡

　
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
な
が
ら
提
出
で
き
ま
す

︵
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
、
内
容
が
複

雑
な
相
談
な
ど
の
あ
る
方
を
除
く
︶。

▽
日
時
・
受
付
場
所
　
表
の
①
の
と

　
お
り

※
受
付
場
所
や
受
付
時
間
が
異
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表
を
ご

　
確
認
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
状
況
で
、
受
付
時
間
を
変
更

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
申
告
書
の
作
成
に
必
要

　
な
書
類
、
は
ん
こ
、
前
年
の
確
定

　
申
告
書
の
控
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

　
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

▽
申
告
書
の
提
出
の
み
の
方
　
平
成

　
30
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
完
成

　
し
て
い
る
確
定
申
告
書
の
提
出
の

　
み
の
方
の
受
付
が
で
き
な
く
な
り

　
ま
し
た
。
提
出
の
み
の
方
は
、
直

　
接
税
務
署
に
提
出
す
る
か
郵
送
し

　
て
く
だ
さ
い
。

　
パ
ソ
コ
ン
で
、
画
面
の
案
内
に
従

っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る
だ
け

で
、
所
得
税
な
ど
の
申
告
書
や
青
色

申
告
決
算
書
等
が
作
成
で
き
、
印
刷

し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
を
﹁
税

理
士
会
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
会

場
﹂
﹁
市
町
村
の
相
談
会
場
﹂
で
提

出
さ
れ
た
方
は
、
平
成
30
年
分
の
確

　
３
月
15
日
㈮
︵
消
印
有
効
︶
ま
で

に
確
定
申
告
書
と
必
要
書
類
を
同
封

し
、
郵
送
す
る
か
信
書
便
で
提
出
で

き
ま
す
。

▽
郵
送
先
　
青
梅
税
務
署
︵
〒
１
９

　
８
ー
８
５
３
０
　
青
梅
市
東
青
梅

　
４
ー
13
ー
４
︶

※
収
受
日
付
印
の
あ
る
控
え
が
必
要

　
な
方
は
、
記
入
し
た
申
告
書
の
控

　
え
と
返
信
用
封
筒
︵
宛
名
を
明
記

　
し
、
切
手
貼
付
︶
も
一
緒
に
同
封

　
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
ー
T
a
x
︵
国
税
電
子
申
告
・

　
納
税
シ
ス
テ
ム
︶
を
ご
利
用
い
た

　
だ
く
と
、
作
成
し
た
申
告
書
デ
ー

　
タ
を
そ
の
ま
ま
送
信
し
て
提
出
す

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵h

tt

　p
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp

︶

　
﹁
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

　
ー
﹂
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、
医

療
費
の
領
収
書
の
代
わ
り
に
、
﹁
医

療
費
控
除
の
明
細
書
﹂
の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
︵
医
療
費
の
領
収

書
な
ど
の
提
出
は
不
要
で
す
が
、
税

務
署
か
ら
提
示
・
提
出
を
求
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
た
め
、
５
年
間
の
保

管
が
必
要
で
す
︶
。
ま
た
、
医
療
保

険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療
費
通

知
を
添
付
す
る
と
、
明
細
書
の
記
入

を
省
略
で
き
ま
す
。
こ
の
医
療
費
通

知
と
は
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発

行
す
る
﹁
医
療
費
の
お
知
ら
せ
﹂
な

ど
で
す
。

※
医
療
費
通
知
に
、
自
己
負
担
額
が

　
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
な
ど
、

　
確
定
申
告
に
使
用
で
き
な
い
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、

　
健
康
保
険
組
合
等
に
ご
確
認
く
だ

　
さ
い
。

　
所
得
、
内
容
が
複
雑
な
相
談
や
、

　
医
療
費
の
領
収
書
等
の
返
却
を
希

　
望
さ
れ
る
方
は
、
青
梅
税
務
署
へ

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
・
受
付
場
所
　
表
の
②
の
と

　
お
り

※
受
付
場
所
や
受
付
時
間
が
異
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表
を
ご

　
確
認
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
状
況
で
、
受
付
時
間
を
変
更

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
申
告
書
の
作
成
に
必
要

　
な
書
類
、
は
ん
こ
、
前
年
の
確
定

　
申
告
書
の
控
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

　
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

定
申
告
書
の
郵
送
は
な
く
な
り
、

﹁
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
﹂
な
ど
の

は
が
き
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

確
定
申
告
用
紙
な
ど
は
、
青
梅
税
務

署
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
２
月
１

日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
市
の
窓
口
で

も
配
布
し
ま
す
。

※
数
に
限
り
の
あ
る
書
類
も
あ
り
ま

　
す
。
無
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

　
ま
す
。

▽
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　●

勤
務
先
か
ら
あ
き
る
野
市
へ
給
与

　
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　●

そ
の
他
の
所
得
が
あ
り
、
確
定
申

　
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方

　●

収
入
が
な
く
、
ど
な
た
の
扶
養
に

　
も
な
っ
て
い
な
い
方
、
他
市
に
住

　
ん
で
い
る
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ

　
て
い
る
方

　●

年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で

　
控
除
︵
社
会
保
険
料
、
地
震
・
生

　
命
保
険
料
、
医
療
費
な
ど
の
控
除

　
等
︶
の
追
加
が
あ
る
方

　●

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非

　
課
税
年
金
の
み
の
方

①
平
成
30
年
中
の
収
入
・
支
出
を
証

　
明
す
る
も
の
［
源
泉
徴
収
票
︵
原

　
本
︶
・
収
支
明
細
書
な
ど
］

②
は
ん
こ

③
社
会
保
険
料
︵
国
民
健
康
保
険
税

　
・
介
護
保
険
料
な
ど
︶
の
支
払
額

　
が
分
か
る
書
類

④
控
除
証
明
書
類
︵
国
民
年
金
な
ど

　
や
生
命
・
地
震
等
の
各
種
保
険
会

　
社
の
証
明
書
︶

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
通
知
カ

　
ー
ド
︵
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
、

　
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

　
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
︶

⑥
前
年
分
の
確
定
申
告
書
な
ど
の
控

⑦
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号
・
支
店

　
名
が
分
か
る
も
の

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
あ

　
ら
か
じ
め
領
収
書
を
集
計
し
、
明

　
細
書
に
ま
と
め
て
か
ら
お
持
ち
く

　
だ
さ
い
。

※
申
告
内
容
で
、
別
途
必
要
と
な
る

　
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▽
日
時
・
受
付
場
所
　
表
の
③
の
と

　
お
り

※
受
付
場
所
や
受
付
時
間
が
異
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表
を
ご

　
確
認
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
期
間
中
、
午
前
の
受
付
は
混
雑
し

　
ま
す
の
で
、
午
後
の
来
場
を
お
勧

　
め
し
ま
す
。

▽
そ
の
他
　
次
の
場
合
は
、
青
梅
税

　
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　●

土
地
・
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡

　
所
得
、
住
宅
借
入
金
特
別
税
額
控

　
除
の
初
年
度
申
告
、
営
業
・
農
業

　
等
の
事
業
所
得
︵
決
算
書
の
記
入

　
が
な
い
方
︶
、
消
費
税
、
贈
与
税

　
原
則
、
申
告
は
不
要
で
す
が
、
年

金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
控
除
︵
社
会
保
険
料
、
生
命
保

険
料
、
医
療
費
な
ど
の
控
除
、
扶
養

親
族
の
追
加
等
︶
が
あ
る
方
は
、

市
・
都
民
税
の
申
告
で
、
税
額
が
下

が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
税
に
還
付
が
発
生
す
る
場
合

　
は
、
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

　
す
。

（３）　平成31年（2019年）１月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

フリーダイヤル☎0120－558－540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558－7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

申
告
書
の

　
　
作
成
・
受
付
・
納
税
期
間

日
曜
日
の

　
　
申
告
書
作
成
・
提
出
な
ど

青
梅
税
務
署
職
員
と

　
税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告

　
　
　
　
　
　
　
　
出
張
相
談

税
理
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
無
料
申
告
相
談

申
告
書
の
郵
便
な
ど
の
受
付

確
定
申
告
用
紙
な
ど
の

　
　
　
郵
送
停
止
の
お
知
ら
せ

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の

　
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た

申
告
に
必
要
な
も
の

公
的
年
金
な
ど
が
４
０
０
万
円

以
下
の
方
（
そ
の
他
の
所
得
が

　
　
　
20
万
円
以
下
に
限
る
）

市
・
都
民
税
の
申
告
、

簡
易
な
所
得
税
等
確
定
申
告
書

　
　
　
作
成
支
援
・
申
告
受
付

確
定
申
告
書
は
早
め
の
提
出
を
！

　
　
　
　
　
　
２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈮

簡
単
・
便
利
に
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
　
　
　
　
　
申
告
書
の
作
成

市
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
へ

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署
個
人
課
税
第

１
部
門
（
☎
０
４
２
８
・
22
・
３
１

８
５
）

問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係
（
直
通

５
５
８
・
１
６
８
２
）

※１…青梅税務署職員が所得税の確定・還付申告を受け付けます。また、税理士による申告書作成アドバ

　イスも行います（提出のみの方は、直接税務署に提出するか郵送してださい）。

※２…税理士による無料申告相談を行います。

※３…市職員による市・都民税申告の相談・受付と簡易な所得税などの確定申告書の作成支援を行います。

表　各会場の申告・相談受付日程表
申告・相談受付

①

②

③

日　　　時 受　付　場　所

税務署職員などによ
る出張相談（※１）

税理士無料申告相談
（※２）

市・都民税申告等の
相談・受付（※３）

2月5日㈫
午前９時30分～11時頃
午後１時～３時頃

午前９時～10時30分頃
午後１時～３時頃

午前９時～11時
午後１時～４時

午前９時～11時
午後１時～４時

2月6日㈬～8日㈮

2月12日㈫～
　　　　14日㈭

2月18日㈪～
　　　3月15日㈮
※土曜・日曜日を
　除く

2月14日㈭・
15日㈮・21日㈭・
22日㈮・28日㈭、
3月1日㈮・
7日㈭・8日㈮

五日市出張所２階　
（五日市地域交流センター）

中央公民館３階集会室

市役所５階503会議室

市役所１階
コミュニティホール

五日市出張所１階西会議室


